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横浜みどりアップ計画とは

横浜は大都市でありながら、市民生活の身
近な場所に、多くの樹林地や農地などの多様
な緑を有しています。

これらの緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊
かなまち横浜」を次世代に継承するため、「横
浜みどり税」を財源の一部に活用した重点的
な取組として「横浜みどりアップ計画」を推進
しています。

横浜みどりアップ計画の位置づけ

横浜市水と緑の基本計画（計画期間：2006～2025年度）

◆重点的な取組

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）

2009～2013年度

横浜みどりアップ計画
（計画期間：平成26-30年度）

2014～2018年度

横浜みどりアップ計画
[2019-2023]

2019～2023年度

2006年度 2025年度

第一期 第二期 第三期



横浜みどりアップ計画 ［2019‐2023］の柱

取組の柱１

市民とともに次世代につなぐ森を育む

取組の柱２

市民が身近に農を感じる場をつくる

取組の柱３

市民が実感できる緑や花をつくる
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横浜みどりアップ計画と
横浜みどり税のはじまり①

緑の取組を進める上での課題

 都市化の進展に伴い、多くの緑が失われてきた
 市内の樹林地の大半は民有地
 残された緑を次世代に引き継ぐには、土地所有者の理解と協力が不可欠

 緑の取組を進める上では、安定的かつ機動的な財源確保が必須の課題だった

図 市街化調整区域の土地所有者アンケート結果
「樹林地を保有する上での課題（３つまで）」

（2007年）



横浜市税制研究会

・課税自主権を活用した財源の検討が重ねられ、2008（平成20）年８月に最終報告が提出された

・新たな税負担を求める場合は、市民の理解と納得が得られるかどうかが極めて重要

・どのような使い方がされ、どのような効果があったかという効果検証、
さらには施策の提言等についても、市民参画の仕組みを作ることが重要

・課税手法は、市民税均等割への超過課税がふさわしい

みどり税条例の施行とみどりアップ計画の策定

・「横浜みどり税条例」が2008（平成20）年12月に、市会本会議で附帯意見を付けて可決

・これをもとに具体的な事業内容・事業費をまとめ、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」が
2009（平成21）年４月からスタート

横浜みどりアップ計画と
横浜みどり税のはじまり②

横浜みどりアップ［2019‐2023］策定経緯

2017年12月 これからの緑の取組［2019‐2023］（素案）策定

2014年４月 第２期 横浜みどりアップ計画開始

2017年６月
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26‐30年
度）３か年の事業・取組の評価・検証

2017年10月
環境創造審議会へ「これからの緑の取組」の検
討状況の報告

2017年７月
横浜の緑に関する市民・土地所有者
意識調査

2017年9月（市会第３回定例会）
「これからの緑の取組」について
（検討の方向性やスケジュール等）

2017年12月（市会第４回定例会）
「これからの緑の取組」（素案）について



横浜みどりアップ［2019‐2023］策定経緯

2018年６月 これからの緑の取組［2019‐2023］（原案）策定

2017年12月 これからの緑の取組［2019‐2023］（素案）策定

2018年１月～２月
「これからの緑の取組［2019‐2023］」（素案）
に対する市民意見募集

2018年６月
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26‐30年
度）４か年の事業・取組の評価・検証

2018年３月
環境創造審議会へ「これからの緑の取組［
2019-2023］」（素案）の報告

2018年５月（市会第２回定例会）
財政局
横浜みどり税等について
（みどり税の検討や経緯など）
環境創造局
「今後の緑施策」について
（市民意見募集の結果や原案など）

横浜みどりアップ［2019‐2023］策定経緯

2018年10月 横浜みどり税条例の一部改正案議決

2018年６月 これからの緑の取組［2019‐2023］（原案）策定

2018年７月
「平成30年度横浜市税制調査会答申
―平成31年度以降の横浜みどり税―

2018年７月（臨時）
財政局
「横浜みどり税等」について
（税制調査会関連）

2018年８月（臨時）
環境創造局
平成30年度横浜市税制調査会答申について

2018年10月 横浜みどり税条例施行

2018年11月 横浜みどりアップ計画［2019‐2023］策定

2019年４月 横浜みどりアップ計画［2019‐2023］スタート



横浜みどり税の使途

• 樹林地・農地の確実な担保

• 身近な緑化の推進

• 維持管理の充実によるみどりの質の向上

• ボランティアなど市民参画の促進につながる
事業

（なお、施設の整備や特定の個人事業の支援的な性
格を有する事業、既存分事業は使途から除外）

横浜みどり税条例の附帯意見

市第23号議案

横浜みどり税の延長に当たり、

次の事項について特段の努力を払われたい。

1. 横浜みどり税の目的、内容について、今後も引き
続き、市民への周知の徹底を図るとともに、その効
果を市民が実感できるよう工夫を図ること。

2. 引き続き、行財政改革を一層推進し、事務事業に
ついては、徹底した見直しを行うこと。



・課税方式

市民税（個人・法人）均等割超過課税

・税率

個人 市民税の均等割額に年間９００円上乗せ

法人 市民税の年間均等割額の９%相当額

・税収規模

約28億円／年（個人：約17憶円 法人：約11憶円）

※2018年度当初予算

横浜みどり税の 課税方式・税率など

基金と特別会計

横浜市みどり基金

この税収を管理する基金を設置し、他の一般財源から明確
に分離するとともに、年度間の財源調整も行います。

みどり保全創造事業費会計
横浜みどり税非充当事業（既存事業費等）を含めた横浜みど

りアップ計画全体を対象とする特別会計により、横浜みどり税
の使途を明確にします。



みどり保全創造事業費会計

柱1『市民とともに次世代に

つなぐ森を育む』
取組内容について



森（樹林地）の多様な機能や役割に配
慮しながら、緑のネットワークの核となる
まとまりのある森を重点的に保全すると
ともに、保全した森を市民・事業者ととも
に育み、次世代に継承します。

柱1：市民とともに次世代につなぐ森を育む

柱1：市民とともに次世代につなぐ森を育む



（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

10年間で約900 haを指定



（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

■緑地保全制度による新規指定

５か年【目標】300 ha
※市による買取の想定面積：113 ha

旭区 下川井町特別緑地保全地区

（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

■緑地保全制度による新規指定

５か年【目標】300 ha

緑の10大拠点内の樹林地 市街化区域内の身近な

まとまりのある樹林地



（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

緑の10大拠点

郊外部のまとまりのある
樹林地や農地を中心とする
緑の拠点

緑の10大拠点内の樹林地
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（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

特別緑地保全地区の指定の流れ

市内の特別緑地保全地区 166地区約507.1ha
（令和２年２月５日現在）



（1）緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

■保全した樹林地の整備

５か年【目標】推進

旭区 下川井町特別緑地保全地区

柱1：市民とともに次世代につなぐ森を育む



（1）森の多様な機能に着目した森づくりの推進

■森の維持管理 ５か年【目標】推進
保全管理計画の策定
保全管理計画や森づくりガイドラインを活用した維持管理

泉区 古橋市民の森

（1）森の多様な機能に着目した森づくりの推進

保全管理計画と森づくりガイドライン

 細やかな管理を行うための技術の向上

 樹林地に携わる当事者間での将来像の共有と合意形成

住環境との調和 安全の確保

良好な景観の形成

環境教育
文化伝承の場

資源循環型
生活のモデル

微気候の緩和

市民の憩いの場

生物多様性保全

横浜における樹林地は、小さい中に多くの機能が求められている



（1）森の多様な機能に着目した森づくりの推進

森づくりガイドライン 横浜市の標準的な指針を示す

林相別管理マニュアル（ガイドラインより）

• 横浜市の樹林の特徴（生物相や利用、歴史的背景など）を解説
• 実際の作業で配慮が必要な項目や指標生物を林相別に解説
• 危険樹木の判定基準や、対処方法（萌芽更新による法面保全等）
• 行政内部だけでなく、森づくり活動を行う市民とも共有できる内容

（1）森の多様な機能に着目した森づくりの推進

保全管理計画を策定し、将来像を共有する
それぞれの森ごとに異なる人、生き物、立地、歴史等・・・

いろいろな立場の人
•利用者、周辺住民
•地権者
•森づくり活動をする人
•行政

保全や利用の視点

いろいろな生き物
•明るい森が好きな生き物
•暗い森が好きな生き物
•湿地が好きな生き物
•森も草地も必要な生き物

生物多様性の視点

その森の立地、歴史
•地形や気候
•周りの土地利用
•昔の土地利用
•風習や言い伝え、伝統行事

地域らしさの視点

各視点それぞれのバランスをとり、
森ごとにオーダーメードでつくり

関係者で共有するツール

保全管理計画
（「目標像」+「ゾーニング」+「施業計画」）



■緑地保全制度により指定している民有樹林地の
維持管理助成 ５か年【目標】500 件

（2）指定した樹林地における維持管理の支援

危険・支障になっている

樹木がある
伸び放題のやぶがある 不法投棄や土砂流出の

懸念がある

助成の対象となるケース

作業前 作業後

南区 六ツ川

（2）指定した樹林地における維持管理の支援



柱1：市民とともに次世代につなぐ森を育む

（1）森づくりを担う人材の育成

■森づくりを担う人材の育成 ５か年【目標】推進

保土ケ谷区 児童遊園地



（1）森づくりを担う人材の育成

■広報誌等での森づくり活動に関する情報発信
５か年【目標】20回

（2）森づくり活動団体への支援

■森づくり活動団体への支援
５か年【目標】150団体

■森づくり活動団体への専門家派遣
５か年【目標】20回

栄区 本郷ふじやま公園



（2）森づくり活動団体への支援

金沢区 関ケ谷市民の森

■チッパーの貸し出し
５か年【目標】推進

旭区 上川井市民の森

柱1：市民とともに次世代につなぐ森を育む



（1）森の楽しみづくり

■市内大学や関係団体などと連携したイベントや、
区主催による地域の森でのイベントの実施

５か年【目標】180回

青葉区 もえぎ野ふれあいの樹林
「みどりアップ健康ウォーキング」

（2）森に関する情報発信

■ウェルカムセンター周辺の
緑を活用したイベント等

５か年【目標】50 回

ウェルカムセンター 5館
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